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次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号
（
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の

　

地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
環
境
対
策
課
）　

　

一

〇
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
（
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の

　

地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号
（
宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
認
定
基

　

準
）
の
一
部
改
正 

（
資
源
循
環
推
進
課
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二

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
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び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
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一
部
改

　

正 

（
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

四

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

四

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（
農
業
振
興
課
）　

　

五

〇
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
宮
城
県
農
業
大
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
生
産
物
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
の
委

　

託 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

六

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

六

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
し
ゅ
ん
功
認
可
（
二
件
） 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　

　

七

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
漁
港
管
理
者
の
長
が
管
理
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

九

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

九

〇
都
市
計
画
区
域
の
変
更 

（
都
市
計
画
課
）　

一
〇

〇
都
市
計
画
の
変
更
（
五
件
） 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
復
興
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
都
市
計
画
の
決
定
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
の
変
更
の
届
出 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
三

〇
出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

一
三

〇
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

一
三

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

一
三

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
環
境
対
策
課
）　

一
三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
五

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
契　

約　

課
）　

一
五

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等
（
二
件
） 

一
五

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

一
六

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
等
の
結
果
の
公
表 

一
六

〇
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査
結
果
の
公
表 

一
九

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
一
年
号
外
第
六
三
号
中 

二
七

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号
（
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地

域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
域
の
類
型
及
び
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

　

昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
（
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地

域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
域
の
類
型
及
び
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号
（
宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
認
定
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

第2444号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

地
域
の
類
型

Ⅱ

地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

域

基
点�
点　

名
取
市
植
松
字
札
前
地
内

　
　
　
　
　

北
緯
三
八
度
八
分
二
四
・
一
秒
東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒

補
助
点�
点　

北
緯
三
八
度
八
分
三
〇
・
五
秒
東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
二
・
五
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
八
分
四
二
・
八
秒
東
経
一
四
〇
度
五
五
分
一
五
・
三
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
八
分
四
一
・
八
秒
東
経
一
四
〇
度
五
五
分
五
〇
・
六
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
八
分
三
九
・
九
秒
東
経
一
四
〇
度
五
五
分
五
六
・
五
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
八
分
三
五
・
七
秒
東
経
一
四
〇
度
五
五
分
四
二
・
八
秒

　

以
上
の�
、�
、�
、�
、�
、�
及
び�
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
地
域
の
う
ち
、
仙
台

空
港
の
敷
地
を
除
い
た
地
域

地
域
の
類
型

Ⅱ

地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

域

基
点�
点　

石
巻
市
中
浦
一
丁
目
地
内

　
　
　
　
　

北
緯
三
八
度
二
五
分
四
九
・
二
秒
東
経
一
四
一
度
一
六
分
一
〇
・
三
秒　

補
助
点�
点　

北
緯
三
八
度
二
五
分
一
〇
・
五
秒
東
経
一
四
一
度
一
六
分
九
・
四
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
二
五
分
四
九
・
八
秒
東
経
一
四
一
度
一
五
分
五
八
・
五
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
二
四
分
四
・
一
秒
東
経
一
四
一
度
一
一
分
一
五
・
九
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
二
三
分
四
五
・
三
八
秒
東
経
一
四
一
度
一
〇
分
二
七
・
八
七
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
二
三
分
一
四
・
一
二
秒
東
経
一
四
一
度
一
〇
分
一
三
・
八
七
秒

　
　
　
�
点　

北
緯
三
八
度
二
二
分
四
一
・
七
秒
東
経
一
四
一
度
一
〇
分
三
〇
・
八
秒

　

以
上
の�
点
か
ら�
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
、�
点
か
ら�
点
ま
で
の
国
道
三
百
九
十
八
号

の
上
り
車
線
道
路
端
の
線
、�
点
か
ら�
点
ま
で
の
国
道
四
十
五
号
の
上
り
車
線
道
路
端
の
線
、

�
点
か
ら�
点
ま
で
の
仙
石
線
軌
道
、�
点
か
ら�
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
、�
点
か
ら�
点

ま
で
の
鳴
瀬
川
左
岸
及
び
水
際
線
に
囲
ま
れ
た
地
域
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
工
業
専
用
地
域
並
び
に
航
空
自
衛
隊
松
島

基
地
の
敷
地
を
除
い
た
地
域

認
　
　
定
　
　
基
　
　
準

認
定
対
象
製
品
区
分

抗
菌
剤
及
び

難
燃
剤
の
使

用
基
準

性
能
基
準

環
境
配
慮
基
準

製造場所

製
品
類
型

製品区分
有
害
物
質
に
関
す
る

基
準

環
境
負
荷
低
減
に
関

す
る
基
準

　
該
当
す
る

エ
コ
マ
ー
ク

商
品
類
型
の

環
境
に
関
す

る
基
準
に
適

合
し
て
い
る

こ
と
。

１
　
当
該
製

品
の
品
質

に
つ
い
て
，

日
本
工
業

規
格
又
は

日
本
農
林

規
格
若
し

く
は
こ
れ

ら
に
準
ず

る
規
格
が

あ
る
場
合

に
は
，
そ

の
規
格
に

適
合
し
て

い
る
こ

と
。

２
　
１
に
掲

げ
る
規
格

が
な
い
場

合
に
は
，

関
連
す
る

業
界
が
定

め
た
自
主

的
な
品
質

規
格
に
適

合
し
て
い

る
こ
と
。

３
　
１
及
び

２
に
掲
げ

る
規
格
が

な
い
場
合

に
は
，
自

ら
定
め
た

品
質
規
格

に
適
合

し
，
十
分

な
品
質
管

理
が
行
わ

れ
て
る
こ

と
。

　
該
当
す
る
エ
コ
マ
ー
ク
商
品
類
型
の
環
境

に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
該

当
す
る
エ
コ
マ
ー
ク
商
品
類
型
に
お
い
て
環

境
に
関
す
る
基
準
と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
，
相
当
す
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
。）

宮城県内

エ
コ
マ
ー
ク
商
品
類

型
（
財
団
法
人
日
本

環
境
協
会
（
昭
和
52

年
３
月
15日

に
財

団
法
人
日
本
環
境
協

会
と
い
う
名
称
で
設

立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。）が
定
め
る
エ
コ

マ
ー
ク
商
品
類
型
を

い
う
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。）に

該
当
す
る
も
の

省エネ等製品

１
　
該
当
す
る
エ
コ

マ
ー
ク
商
品
類
型

の
環
境
に
関
す
る

基
準
の
う
ち
，
有

害
物
質
に
係
る
基

準
で
あ
っ
て
定
量

的
な
も
の
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
。

（
当
該
エ
コ
マ
ー

ク
商
品
類
型
に
お

い
て
環
境
に
関
す

る
基
準
と
し
て
区

分
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
は
，
相
当

す
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
。）

２
　
土
壌
と
接
し
，

又
は
混
合
し
て
使

用
さ
れ
る
製
品

（
次
項
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）で

あ
っ
て
１
の
基
準

に
適
合
し
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、

次
の
い
ず
れ
の
基

準
に
も
適
合
し
て

い
る
こ
と
。

�
　
製
品
に
つ
い

て
，
土
壌
の
汚
染

に
係
る
環
境
基
準

（
平
成
３
年
環
境

省
告
示
第
46号

）
の
別
表
に
掲
げ
る

基
準
及
び
土
壌
汚

染
対
策
法
施
行
規

則
（
平
成
14年

環
境
省
令
第
29号

）
別
表
第
４
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
。

�
　
原
材
料
と
し
て

汚
泥
，
焼
却
灰
，

　
次
の
い
ず
れ
か
の

基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
。

１
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
45％

以
上
で
あ
り
，
該
当

す
る
エ
コ
マ
ー
ク

商
品
類
型
に
定
め

ら
れ
た
使
用
割
合

に
適
合
し
て
い
る

こ
と
。

２
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
45％

以
上
で
あ
り
，
該
当

す
る
エ
コ
マ
ー
ク

商
品
類
型
に
定
め

ら
れ
た
使
用
割
合

の
70％

以
上
を

使
用
し
，
か
つ
当

該
循
環
資
源
の
全

使
用
重
量
の
う
ち

県
内
で
発
生
し
た

循
環
資
源
が
50％

以
上
で
あ
る
こ
と
。

３
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
製
品
重

量
の
10％

以
上

で
あ
り
，
当
該
製

品
の
年
間
販
売
重

量
に
対
し
て
県
内

で
発
生
し
た
循
環

資
源
が
1,000ト

ン
以
上
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
。

宮城県内

エ
コ
マ
ー
ク
商
品
類

型
に
該
当
す
る
も
の

リサイクル製品

　
次
の
い
ず
れ
か
の

基
準
に
適
合
し
て
い

宮城
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ば
い
じ
ん
を
使
用

し
て
い
る
製
品
に

つ
い
て
は
，
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
に
よ

る
大
気
の
汚
染
，

水
質
の
汚
濁
（
水

底
の
底
質
の
汚
染

を
含
む
。）及
び
土

壌
の
汚
染
に
係
る

環
境
基
準
（
平
成

11年
環
境
省
告

示
第
68号

）
の
う

ち
土
壌
の
汚
染
に

係
る
環
境
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ

と
。

�
　
原
材
料
と
し
て

汚
泥
，
焼
却
灰
，

ば
い
じ
ん
を
使
用

し
て
い
る
製
品
に

つ
い
て
は
，
原
材

料
に
つ
い
て
，
金

属
等
を
含
む
産
業

廃
棄
物
に
係
る
判

定
基
準
を
定
め
る

省
令
（
昭
和
48年

総
理
府
令
第
５
 

号
）
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
。

３
　
宮
城
県
建
設
汚

泥
再
生
利
用
指
針

第
３
に
規
定
す
る

建
設
汚
泥
処
理
土

で
あ
っ
て
，
１
の

基
準
に
適
合
し
な

い
も
の
に
つ
い
て

は
，
宮
城
県
建
設

汚
泥
再
生
利
用
指

針
第
４
に
規
定
す

る
安
全
性
の
確
認

方
法
に
よ
り
確
認

さ
れ
て
い
る
こ

と
。

る
こ
と
。

１
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
45％

以
上
で
あ
り
，
該
当

す
る
エ
コ
マ
ー
ク

商
品
類
型
に
定
め

ら
れ
た
使
用
割
合

に
適
合
し
て
お

り
，
当
該
循
環
資

源
の
全
使
用
重
量

の
う
ち
県
内
で
発

生
し
た
循
環
資
源

が
50 
％
以
上
で
あ
る
こ

と
。

２
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
10％

以
上
で
あ
り
，
当
該

製
品
の
年
間
販
売

重
量
に
対
し
て
県

内
で
発
生
し
た
循

環
資
源
が
1,000

ト
ン
以
上
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

県外

使
用
し
な
い

こ
と
。

　
次
の
い
ず
れ
の
基

準
に
も
適
合
し
て
い

る
こ
と
。

１
　
製
品
に
つ
い

て
，
土
壌
の
汚
染

に
係
る
環
境
基
準

（
平
成
３
年
環
境

省
告
示
第
46号

）
の
別
表
に
掲
げ
る

基
準
及
び
土
壌
汚

染
対
策
法
施
行
規

則
（
平
成
14年

環
境
省
令
第
29号

）
別
表
第
４
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
し

　
て
い
る
こ
と
。

２
　
原
材
料
と
し
て

　
次
の
い
ず
れ
か
の

基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
。

１
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
60％

以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
45％

以
上
で
あ
り
，
当
該

循
環
資
源
に
つ
い

て
県
内
で
発
生
し

た
循
環
資
源
を
80 

％
以
上
使
用
し
て
い

宮城県内

肥
料
，
石

材
，
浄
水

汚
泥
改
良

土
等
土
壌

と
接
し
，

又
は
混
合

し
て
使
用

さ
れ
る
製

品
（
製
品

類
型
２
に

掲
げ
る
も

の
を
除

く
。）

製品類型１

エコマーク商品類型に該当しないもの

　
汚
泥
，
焼
却
灰
，

ば
い
じ
ん
を
使
用

し
て
い
る
製
品
に

つ
い
て
は
，
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
に
よ

る
大
気
の
汚
染
，

水
質
の
汚
濁
（
水

底
の
底
質
の
汚
染

を
含
む
。）及
び
土

壌
の
汚
染
に
係
る

環
境
基
準
（
平
成

11年
環
境
省
告

示
第
68号

）
の
う

ち
土
壌
の
汚
染
に

係
る
環
境
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ

と
。

３
　
原
材
料
と
し
て

汚
泥
，
焼
却
灰
，

ば
い
じ
ん
を
使
用

し
て
い
る
製
品
に

つ
い
て
は
，
原
材

料
に
つ
い
て
，
金

属
等
を
含
む
産
業

廃
棄
物
に
係
る
判

定
基
準
を
定
め
る

省
令
（
昭
和
48年

総
理
府
令
第
５
 

号
）
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
。

　
る
こ
と
。

３
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
10％

以
上
で
あ
り
，
当
該

製
品
の
年
間
販
売

重
量
に
対
し
て
県

内
で
発
生
し
た
循

環
資
源
が
1,000

ト
ン
以
上
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

　
次
の
い
ず
れ
か
の

基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
。

１
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
60％

以
上
で
あ
り
，
当
該

循
環
資
源
の
全
使

用
重
量
の
う
ち
県

内
で
発
生
し
た
循

環
資
源
が
50％
以

上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
10％

以
上
で
あ
り
，
当
該

製
品
の
年
間
販
売

重
量
に
対
し
て
県

内
で
発
生
し
た
循

環
資
源
が
1,000

ト
ン
以
上
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

宮城県外

　
宮
城
県
建
設
汚
泥

再
生
利
用
指
針
第
４

に
規
定
す
る
安
全
性

の
確
認
方
法
に
よ
り

確
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

　
次
の
い
ず
れ
か
の

基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
。

１
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
60％

以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
45％

以
上
で
あ
り
，
当
該

循
環
資
源
の
全
使

用
重
量
の
う
ち
県

内
で
発
生
し
た
循

環
資
源
が
80％
以

上
で
あ
る
こ
と
。

３
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
10％

以
上

で
あ
り
，
当
該
製

宮城県内

宮
城
県
建

設
汚
泥
再

生
利
用
指

針
第
３
に

規
定
す
る

建
設
汚
泥

処
理
土

製品類型２



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
廃
棄
物
対
策
課
」
を
「
循
環
型
社
会
推
進
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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品
の
年
間
販
売
重

量
に
対
し
て
県
内

で
発
生
し
た
循
環

資
源
が
1,000ト

ン
以
上
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
。

　
次
の
い
ず
れ
か
の

基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
。

１
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
60％

以
上
で
あ
り
，
当
該

循
環
資
源
の
全
使

用
重
量
の
う
ち
県

内
で
発
生
し
た
循

環
資
源
が
50％
以

上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
当
該
製
品
に
使

用
さ
れ
て
い
る
循

環
資
源
が
，
製
品

重
量
の
10％

以
上
で
あ
り
，
当
該

製
品
の
年
間
販
売

重
量
に
対
し
て
県

内
で
発
生
し
た
循

環
資
源
が
1,000

ト
ン
以
上
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

宮城県外

　
当
該
製
品
に
使
用

さ
れ
て
い
る
お
か
ら

が
，
製
品
重
量
の
90 

％
以
上
で
あ
る
こ

と
。

宮城県内

お
か
ら
を

原
材
料
と

し
た
食
品

製品類型３

　
当
該
製
品
に
使
用

さ
れ
て
い
る
お
か
ら

が
，
製
品
重
量
の
90 

％
以
上
で
あ
り
，
当

該
お
か
ら
の
全
使
用

重
量
の
う
ち
県
内
で

発
生
し
た
循
環
資
源

が
50％

で
あ
る
こ

と
。

宮城県外

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
六
〇
〇
〇
五
〇

〇
四
一
一
五
〇
〇
三
二
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

白
石
あ
け
ぼ
の
園

白
石
市
福
岡
長
袋
字
小

倉
山
十
四
番
地
の
一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
大
崎
太
陽
の

村大
崎
市
岩
出
山
字
東
御

名
掛
百
五
十
の
一
、
百

五
十
二

指
定
障
害
福
祉
サ 

ー
ビ
ス
の
種
類　

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

白
石
陽
光
園

社
会
福
祉
法
人

聖
心
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
五
年

四
月
一
日

平
成
二
十
五
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
五
二
六
〇
〇
二
一
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

多
機
能
サ
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド
さ
わ
お
と
の
森　

児

童
発
達
支
援
ど
ん
ぐ
り

ク
ラ
ブ

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字

欠
下
東
十
八
番
二

多
機
能
サ
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド
さ
わ
お
と
の
森　

放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

く
る
み
ク
ラ
ブ

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ
サ 

ー
ビ
ス

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
さ
わ
お

と
の
森

指
定
年
月
日

平
成
二
十
五
年

四
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五

年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

白
石
市
に
係
る
農
業
振
興
地
域
三�
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
域
第
三
号
中
「
字
鉢
森
山
一
番
の
二
」
を
「
字
上
茂
六

田
、
字
上
屋
敷
前
、
字
北
屋
敷
前
、
字
沢
ノ
前
八
番
か
ら
一
三
番
ま
で
、
二
二
番
か
ら
二
四
番
ま
で
、
字
下
茂
六
田
、

字
森
合
沖
一
三
番
か
ら
二
三
番
ま
で
、
四
三
番
か
ら
四
六
番
ま
で
、
六
二
番
か
ら
六
八
番
ま
で
、
七
六
番
か
ら
八
四
番

ま
で
、
八
五
番
の
二
、
一
一
九
番
か
ら
一
二
八
番
ま
で
、
一
四
〇
番
か
ら
一
四
四
番
ま
で
、
一
六
〇
番
か
ら
一
六
三
番

ま
で
、
一
七
八
番
、
一
八
一
番
、
一
八
二
番
、
一
八
六
番
、
一
九
〇
番
、
一
九
一
番
、
一
九
六
番
、
二
〇
一
番
、
二
〇

二
番
、
二
〇
六
番
、
二
〇
九
番
、
二
一
〇
番
、
二
二
〇
番
、
二
二
五
番
、
二
二
六
番
、
二
三
五
番
、
二
四
一
番
、
二
四

四
番
、
字
鉢
森
山
一
番
の
二
」
に
、「
字
鷲
山
」
を
「
、
字
鷲
山
」
に
、「
字
金
山
の
区
域
」
を
「
字
金
山
」
に
改
め
る
。

　

同
地
域
六�
中
「
三
番
、
字
土
手
下
の
う
ち
一
番
、
二
番
、
三
番
、
三
番
の
四
、
四
番
、
一
二
番
、
一
六
番
、
二
五

番
、
三
二
番
、
三
八
番
、
七
七
番
、
八
七
番
、
八
九
番
、
九
一
番
の
一
、
九
一
番
の
二
、
九
二
番
、
一
〇
二
番
、
一
一

三
番
、
一
一
六
番
を
順
次
結
ん
だ
線
と
涎
川
右
岸
線
と
で
囲
ま
れ
た
区
域
」
を
「
字
街
道
外
二
番
、
字
街
道
外
三
番
、

字
佐
久
来
、
字
三
本
松
、
字
土
手
下
」
に
改
め
、「
六
六
番
を
結
ん
だ
線
と
国
道
四
号
線
と
で
囲
ま
れ
た
区
域
」
の
下

に
、「
字
西
町
、
字
兵
庫
屋
敷
前
、
字
松
田
前
五
四
番
の
一
、
七
三
番
の
一
、
七
六
番
の
一
、
七
八
番
、
七
九
番
の
一
、

八
一
番
の
一
、
字
南
沖
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、
七
番
、
八
番
、
一
八
番
、
一
九
番
、
三
五
番
、
三
九
番
か
ら
四
一
番
ま

で
、
四
五
番
か
ら
一
〇
一
番
ま
で
、
一
〇
四
番
、
一
〇
七
番
か
ら
一
一
一
番
ま
で
、
一
一
三
番
、
一
一
四
番
、
一
一
九

番
、
一
二
二
番
、
一
二
八
番
か
ら
一
四
二
番
ま
で
、
字
街
道
外
沖
、
白
鳥
一
丁
目
、
白
鳥
二
丁
目
、
白
鳥
三
丁
目
」
を

加
え
、
同
地
域
六�
中
「
字
箱
森
」
を
「
字
屋
敷
前
、
字
西
町
四
番
、
一
七
番
か
ら
二
六
番
ま
で
、
四
五
番
か
ら
五
八

番
ま
で
、
七
七
番
か
ら
八
二
番
ま
で
、
九
七
番
、
九
八
番
、
一
〇
〇
番
、
一
〇
二
番
、
一
一
二
番
か
ら
一
一
四
番
ま
で
、

一
一
八
番
、
字
箱
森
」
に
、「
字
長
袋
」
を
「
字
長
峯
」
に
、「
字
神
楽
石
二
番
、
一
番
、
一
五
番
の
一
」
を
「
字
神
楽

石
二
番
一
番
、
二
番
、
一
五
番
」
に
改
め
る
。

　

同
地
域
七�
中
「
字
花
房
山
」
を
「
字
花
房
山
一
番
、
二
番
、
四
番
、
六
番
、
八
番
か
ら
一
一
番
ま
で
、
一
三
番
、

一
五
番
、
一
七
番
、
一
八
番
、
二
〇
番
、
二
二
番
、
二
三
番
、
二
五
番
、
二
六
番
」
に
、「
字
馬
頭
山
一
番
六
五
、
一

番
六
七
、
一
番
一
〇
三
」
を
「
字
馬
頭
山
一
番
の
六
五
、
一
番
の
六
七
、
一
番
の
一
〇
三
」
に
、「
一
六
番
六
八
」
を

「
一
六
番
の
六
八
」
に
、「
九
番
一
」
を
「
九
番
の
一
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年

三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
備

え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

登
米
市
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
域
中
「
字
大
網
上
」
を
「
字
大
網
上
（
七
番
の
一
か
ら
一
一
番
ま
で
、
一
二
番
の
二
、

一
二
番
の
三
、
一
三
番
の
二
、
一
四
番
の
二
、
二
三
番
か
ら
四
四
番
ま
で
、
五
○
番
か
ら
五
四
番
ま
で
、
五
七
番
か
ら

六
四
番
ま
で
）」
に
、「
字
新
飯
島
西
」
を
「
字
新
飯
島
西
（
一
五
番
）」
に
、「
大
字
南
方
町
の
全
域
」
を
「
大
字
南
方

町
河
面
、
小
山
、
峯
、
大
塚
、
峯
前
、
二
ツ
橋
、
新
二
ツ
橋
、
中
山
、
新
中
山
、
丸
内
（
一
番
の
三
か
ら
八
四
番
の
三

ま
で
、
九
一
番
の
四
、
九
二
番
の
四
か
ら
一
三
二
番
の
二
ま
で
、
一
五
五
番
の
一
、
一
七
八
番
の
二
か
ら
二
三
二
番
の

二
ま
で
）、
新
丸
ノ
内
（
一
番
か
ら
四
八
番
ま
で
、
六
七
番
か
ら
六
九
番
ま
で
、
七
一
番
か
ら
七
七
番
ま
で
、
八
〇
番

か
ら
八
三
番
ま
で
）、
作
田
、
新
作
田
、
後
屋
敷
待
井
、
薬
師
島
屋
敷
、
島
前
、
新
島
前
（
一
番
か
ら
二
六
番
の
二
ま

で
、
五
八
番
、
五
九
番
、
六
三
番
か
ら
六
五
番
ま
で
、
七
一
番
、
七
二
番
、
七
四
番
の
五
か
ら
七
四
番
の
一
○
ま
で
）、

新
井
屋
敷
前
、
鶴
江
（
二
一
九
番
の
三
か
ら
四
〇
七
番
ま
で
）、
新
鶴
江
、
板
倉
後
、
新
板
倉
後
、
待
井
、
新
待
井
、

亀
代
、
鶴
代
、
板
倉
、
梨
木
待
井
、
新
亀
代
、
新
鶴
代
、
沢
田
、
沢
田
屋
敷
、
沢
浦
、
新
沢
浦
、
沢
田
待
井
、
戸
根
屋

敷
前
、
戸
根
屋
敷
、
松
島
屋
敷
、
松
島
沖
、
松
島
、
松
島
前
、
新
沢
田
、
沢
田
前
、
青
島
前
、
新
青
島
浦
、
青
島
屋
敷
、

鳩
峯
、
新
鳩
峯
、
新
青
島
前
、
上
原
前
、
上
原
、
中
原
、
原
屋
敷
、
原
浦
、
原
前
、
新
原
浦
、
照
井
、
雷
、
大
網
、
大

涌
戸
、
上
ケ
戸
、
内
ノ
目
、
瀬
ノ
淵
、
天
沼
、
寺
袋
、
新
寺
袋
、
上
ケ
戸
前
、
鴻
ノ
木
、
大
門
、
真
ケ
沼
、
宿
畑
、
下

原
前
、
原
、
新
真
ケ
沼
、
細
川
、
南
細
川
、
館
浦
、
堂
地
、
本
郷
大
嶽
、
大
嶽
山
、
堂
地
前
、
堀
切
、
館
、
細
川
前
、

�
荷
前
、
新
堂
地
前
、�
荷
山
、
大
畠
前
、
大
畑
、
新
井
宿
浦
、
新
井
宿
、
仕
込
、
内
ケ
袋
、
新
内
袋
、
新
仕
込
、
新
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大
畑
前
、
室
田
浦
、
瀬
川
、
山
崎
、
蛇
沼
、
川
前
、
新
田
、
新
田
前
、
室
田
、
明
神
浦
、
烏
田
、
北
川
前
、
東
川
前
、

西
川
前
、
南
大
畑
浦
、
新
養
賢
堂
、
南
大
畑
前
、
新
川
前
、
大
嶽
、
南
沢
、
風
張
、
細
川
浦
、
新
大
岳
前
、
松
葉
表
、

松
葉
、
内
鍔
丸
、
鍔
丸
、
松
葉
前
、
新
松
葉
表
、
梶
沼
、
梶
沼
川
前
、
十
二
山
、
沼
向
、
新
梶
沼
、
梶
沼
前
、
新
十
二

山
、
田
中
浦
、
砥
落
、
下
砥
落
、
米
袋
、
米
袋
前
、
米
袋
浦
、
上
砥
落
、
若
狭
前
、
新
砥
落
、
新
米
袋
浦
、
新
若
狭
前
、

新
上
砥
落
、
樟
、
大
袋
、
大
袋
浦
、
成
田
、
樟
土
手
外
、
新
大
袋
浦
、
新
成
田
、
山
成
浦
、
大
村
、
大
村
前
、
山
成
、

西
原
、
新
山
成
浦
、
新
大
村
前
、
銭
金
壇
、
尼
池
、
狼
掛
、
尼
池
下
、
狼
欠
裏
、
狼
欠
前
、
新
狼
掛
前
、
新
尼
池
下
、

青
笹
、
待
居
、
窪
田
、
新
畑
岡
下
、
上
窪
田
、
畑
岡
、
畑
岡
下
、
堤
田
、
金
引
、
柳
沢
、
柳
沢
前
、
中
ノ
口
、
間
内
下
、

間
内
前
、
間
内
、
下
新
山
、
大
平
、
大
平
前
、
新
大
平
前
、
三
代
前
、
大
森
前
、
横
代
、
角
欠
前
、
新
角
欠
前
、
赤
沼
、

新
間
内
、
沼
崎
下
、
新
沼
崎
下
、
沼
崎
前
、
上
沼
崎
、
中
沼
崎
、
沼
崎
、
長
者
原
、
野
谷
地
、
太
田
、
大
埣
、
一
ノ
曲
、

新
一
ノ
曲
、
外
一
ノ
曲
、
新
大
埣
、
新
野
谷
地
、
新
太
田
、
南
野
谷
地
、
山
成
前
、
西
山
成
前
、
八
の
森
、
西
山
成
、

高
石
、
舛
貝
、
新
山
成
前
、
茶
臼
森
前
、
茶
臼
森
、
中
高
石
浦
、
高
石
浦
、
中
高
石
、
後
高
石
、
横
前
、
高
石
前
、
新

高
石
前
、
新
高
石
浦
、
大
西
、
外
浦
、
大
阪
前
、
一
番
江
、
二
番
江
、
新
表
前
、
苔
野
谷
地
、
千
間
下
、
千
間
、
新
千

間
、
長
根
、
板
ケ
沢
、
大
上
、
上
堤
、
新
長
根
下
、
実
沢
、
下
平
貝
、
上
平
貝
、
新
平
貝
、
平
貝
、
中
須
崎
、
翌
沢
、

新
二
網
、
新
川
西
、
新
須
崎
、
新
須
崎
前
、
須
崎
前
、
須
崎
下
、
一
網
、
川
北
、
新
大
袋
前
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
大

学
校
の
農
産
物
等
の
販
売
に
係
る
生
産
物
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
次
の
と
お
り
委
託
し

た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

名
取
市
田
高
字
原
三
百
八
十
九
番
地

　
　

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
名
取
西
店

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

登
米
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の 
涵 
養

か
ん

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
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備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
六
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
二
種
狐
崎
漁
港
区
域
内

　

石
巻
市
狐
崎
浜
字
家
ノ
上
二
八
番
に
隣
接
す
る
公
有
水
面
及
び
同
市
狐
崎
浜
字
狐
崎
屋
敷
二
八
番
地
先
公
有
水

面

　

２　

区　

域

　

一
工
区
、
次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
八
年
の
秋
分

の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

 �
の
地
点　

石
巻
市
狐
崎
浜
字
狐
崎
屋
敷
五
九
番
一
地
内
に
設
置
し
た
基
点
Ａ
（
北
緯
三
八
度
二
一
分
〇
一
秒
五

四
、
東
経
一
四
一
度
二
五
分
一
四
秒
一
五
）
か
ら
三
〇
度
二
〇
分
〇
三
秒　

一
一
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
五
四
度
三
七
分
五
七
秒　
　
　

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
三
一
度
一
一
分
一
一
秒　
　
　

三
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点　

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

六
一
度
二
九
分
一
〇
秒　
　
　

三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
三
一
度
〇
五
分
二
六
秒　
　
　

四
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
四
〇
度
三
七
分
四
八
秒　
　
　

三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点　

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
三
一
度
一
〇
分
四
五
秒　
　
　

〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

六
〇
度
三
七
分
五
四
秒　
　
　

一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
三
一
度
〇
一
分
二
三
秒　
　
　

一
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点　

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
四
〇
度
三
七
分
五
四
秒　
　
　

一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
三
〇
度
四
六
分
〇
二
秒　
　
　

〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

六
〇
度
三
七
分
五
六
秒　
　
　

三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点　

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
三
一
度
〇
三
分
四
三
秒　
　

一
一
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
四
〇
度
五
三
分
三
八
秒　
　
　

三
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
〇
八
分
二
八
秒　
　
　

三
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点　

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
二
度
五
〇
分
三
四
秒　
　

一
三
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

二
工
区
、
次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

　
�
の
地
点　

石
巻
市
狐
崎
浜
字
狐
崎
屋
敷
五
九
番
一
に
設
置
し
た
基
点
Ａ（
北
緯
三
八
度
二
一
分
〇
一
秒
五
四
、

東
経
一
四
一
度
二
五
分
一
四
秒
一
五
）
か
ら
三
〇
二
度
四
五
分
五
九
秒　

四
三
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
二
度
五
二
分
四
六
秒　
　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

六
八
度
三
二
分
五
五
秒　
　
　

一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積　

　
　
　

一
工
区　

一
八
五
・
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

二
工
区　
　
　

〇
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル　

　
　
　

合
計　
　

一
八
五
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
十
九
年
二
月
十
六
日　

宮
城
県
（
漁
整
）
指
令
第
十
四
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町　

　
　

石
巻
市

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
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い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
二
種
福
貴
浦
漁
港
区
域
内

　
　
　

石
巻
市
福
貴
浦
字
土
手
三
二
番
一
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　

２　

区　

域

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
④
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
四
年
の
春
分
秋
訳
の

満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
�
の
地
点　

石
巻
市
福
貴
浦
字
福
貴
屋
敷
六
五
番
地
内
に
設
置
し
た
基
点
Ａ
（
北
緯
三
八
度
二
一
分
一
四
秒
二

七
、
東
経
一
四
一
度
二
六
分
四
五
秒
三
二
）
か
ら
二
〇
六
度
五
五
分
三
二
秒　

二
〇
九
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

九
〇
度
五
二
分
五
一
秒　
　
　

八
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
八
〇
度
四
二
分
二
二
秒　
　

六
五
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
七
六
度
四
五
分
五
三
秒　
　
　

八
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

五
二
三
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
五
日　

宮
城
県
（
水
整
）
指
令
第
三
十
三
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

石
巻
市

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
九
百

五
十
二
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
水
産
業
基
盤
整
備
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所

（
水
産
漁
港
部
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
二
百

七
十
七
号
で
指
定
し
た
磯
浜
漁
港
磯
浜
地
区
海
岸
磯
浜
地
先
海
岸
の
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
、
磯
浜
漁
港
管
理
者
の
長

が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

第2444号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

別旧新旧新

海

岸

の

名

称

 

沿
岸
名

仙
台
湾

沿
岸　

仙
台
湾

沿
岸　

海
岸
名

磯
浜
漁

港磯
浜
漁

港　
　

地　

区

海
岸
名

磯
浜
地

区
海
岸

　
磯
浜
地

区
海
岸

　

地　

先

海
岸
名

磯
浜
地

先
海
岸

磯
浜
地

先
海
岸

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

基
点
（
Ａ
点
）

　

山
元
町
坂
元
字
浜
谷
地
一
番
の
三
に
設
置
さ
れ
た
標
柱

補
助
点

　

（
イ
点
）
は
、（
Ａ
点
）
か
ら
三
五
〇
度
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

　

（
ロ
点
）
は
、（
イ
点
）
か
ら
三
一
〇
度
一
三
二
メ
ー
ト
ル

の
地
点

　

（
ハ
点
）は
、（
ロ
点
）か
ら
三
三
三
度
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

（
ニ
点
）は
、（
ハ
点
）か
ら
七
〇
度
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

（
ホ
点
）は
、（
ニ
点
）か
ら
一
五
二
度
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

（
ヘ
点
）は
、（
ホ
点
）か
ら
六
五
度
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

（
ト
点
）
は
、（
ヘ
点
）
か
ら
一
七
三
度
五
〇
四
メ
ー
ト
ル

の
地
点

区
域

　

（
Ａ
）、（
イ
）、（
ロ
）、（
ハ
）、（
ニ
）、（
ホ
）、（
ヘ
）、（
ト
）

及
び
（
Ａ
）
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域
。
た
だ
し
、
保
安
林
を
除
く
。

基
点�
点

　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
浜
谷
地
一
番
の
三
に
設
置
さ
れ
た
標

柱補
助
点

　
�
点　
�
点
か
ら
三
五
一
度
五
六
分
三
五
秒
二
八
八
・
八

メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
点　
�
点
か
ら
三
〇
二
度
五
一
分
三
九
秒
一
三
四
・
六

メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
点　
�
点
か
ら
三
三
二
度
五
八
分
二
六
秒
四
六
八
・
八

メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
�
点　
�
点
か
ら
七
二
度
一
四
分
二
二
秒
一
三
四
・
五
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
�
点　
�
点
か
ら
一
五
二
度
〇
分
一
秒
五
〇
〇
・
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

　
�
点　
�
点
か
ら
六
四
度
五
九
分
五
九
秒
二
八
九
・
一
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
�
点　
�
点
か
ら
一
七
三
度
三
二
分
四
秒
五
一
二
・
七
メ
ー

ト
ル
の
地
点

区
域

　
�
、�
、�
、�
、�
、�
、�
、�
及
び�
の
各
点
を
順

次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
、
磯
浜
漁
港
の

漁
港
区
域
に
接
す
る
次
の
区
域

　

（「
次
の
区
域
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
水
産
業
基
盤
整
備
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台

地
方
振
興
事
務
所
（
水
産
漁
港
部
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

泊
崎
半
島
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
ム
ツ
ミ

設
備
櫻
井　
�
子

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

塩
竈
市
字
伊
保
石
三
百
九

十－

一

建

設

業

許

可

番

号

般－

二
十
三

第
一
万
七
千
八

百
六
十
二
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
五
年

 

二
月
二
十
一
日

変

更

の

区

間

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
一
一
五
番
一
地

先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
管
の
浜
七
七
番
四
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
〇
〜

 

三
四
・
〇

一
一
・
〇
〜四
六
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
六
〇
・
〇

三
六
〇
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
江
浪
四
三
番
一
地
先

か
ら

同
市
米
山
町
字
善
王
寺
朝
来
下
一
四
〇
番
一

地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ
後
Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
〇
〜

 

二
三
・
〇

一
三
・
四
〜

 

四
三
・
〇

一
三
・
四
〜

 

四
三
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
、
一
五
〇
・
三

一
、
〇
九
二
・
三

一
、
〇
九
二
・
三

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。



一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

中
田
栗
駒
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

白
石
都
市
計
画
区
域
、
角
田
都
市
計
画
区
域
、
蔵
王
都
市
計
画
区
域
、
大
河
原
都
市
計
画
区
域
、
村
田
都
市
計
画
区
域
、

柴
田
都
市
計
画
区
域
、
川
崎
都
市
計
画
区
域
及
び
丸
森
都
市
計
画
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
区
域
の
名
称

　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
区
域

二　

新
た
に
都
市
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

　
　

無
し

三　

都
市
計
画
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域

　
　

無
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
白
石
都
市
計
画
、
角
田
都
市
計
画
、
蔵
王
都
市
計
画
、
大
河
原
都
市
計
画
、
村
田
都
市
計
画
、
柴
田
都

市
計
画
、
川
崎
都
市
計
画
及
び
丸
森
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
白
石
都
市
計
画
、
角
田
都
市
計
画
、
蔵
王
都
市
計
画
、
大
河
原
都
市
計
画
、
村
田
都
市
計
画
、
柴
田
都

市
計
画
、
川
崎
都
市
計
画
及
び
丸
森
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
南
広
域
都
市
計
画
道
路

２　

名
称　

三
・
三
・
十
一
号
国
道
幹
線
、
三
・
三
・
百
二
号
佐
倉
裏
町
線
、
三
・
三
・
二
百
二
号
国
道
幹
線
、

三
・
三
・
三
百
一
号
国
道
幹
線
、
三
・
三
・
四
百
一
号
沼
辺
足
立
幹
線
、
三
・
三
・
六
百
三
号
国
道
幹
線
、

三
・
四
・
四
号
森
合
雁
狩
橋
線
、
三
・
四
・
百
三
号
新
丁
南
町
線
、
三
・
四
・
百
五
号
横
倉
藤
尾
線
、

三
・
四
・
二
百
三
号
新
栄
通
線
、
三
・
四
・
二
百
四
号
大
橋
通
線
、
三
・
四
・
二
百
五
号
船
岡
幹
線
、

三
・
四
・
二
百
七
号
船
岡
角
田
線
、
三
・
四
・
二
百
八
号
大
沼
通
線
、
三
・
四
・
二
百
十
一
号
槻
木
幹
線
、

三
・
四
・
二
百
十
二
号
槻
木
駅
前
線
、
三
・
四
・
三
百
二
号
中
島
中
央
線
、
三
・
四
・
四
百
四
号
金
谷
広

畑
線
、
三
・
四
・
四
百
五
号
小
池
石
生
線
、
三
・
四
・
四
百
六
号
広
畑
大
森
線
、
三
・
四
・
四
百
七
号
小

池
元
館
線
、
三
・
四
・
五
百
一
号
小
野
北
原
線
、
三
・
四
・
六
百
一
号
遠
刈
田
中
央
線
、
三
・
四
・
七
百

二
号
木
沼
竹
谷
線
、
三
・
五
・
六
号
白
石
駅
東
小
路
線
、
三
・
五
・
七
号
蔵
本
上
郡
山
線
、
三
・
五
・
九

号
白
石
沖
西
堀
線
、
三
・
五
・
百
九
号
南
町
裏
町
線
、
三
・
五
・
三
百
七
号
大
河
原
駅
前
大
通
り
線
、

三
・
五
・
三
百
八
号
大
河
原
中
央
線
、
三
・
五
・
三
百
九
号
末
広
線
、
三
・
五
・
五
百
三
号
小
野
中
町
線
、

三
・
五
・
五
百
四
号
荒
町
中
町
線
、
三
・
五
・
五
百
六
号
青
根
中
央
線
、
三
・
五
・
六
百
二
号
遠
刈
田
七

日
原
線
、
三
・
五
・
七
百
五
号
木
沼
台
町
線
、
三
・
六
・
百
十
三
号
梶
賀
東
町
線
及
び
三
・
六
・
三
百
十

一
号
本
町
大
通
り
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別
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変

更

の

区

間

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
新
十
二
号
四
二
番
一
地
先

か
ら

同
市
中
田
町
上
沼
字
新
谷
地
前
三
番
一
地
先
ま
で

登
米
市
中
田
町
宝
江
新
井
田
字
並
柳
渕
五
八
番
四

地
先
か
ら

同
市
中
田
町
浅
水
字
新
沼
尻
八
〇
番
五
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
五
・
二
〜

 

五
六
・
五

一
四
・
三
〜五
六
・
五

一
五
・
八
〜

 

一
七
・
八

二
一
・
六
〜三
五
・
四

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
、
三
七
六
・
〇

五
、
三
七
六
・
〇

二
四
〇
・
〇

二
四
〇
・
〇



　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
川
崎
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
南
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

九
・
七
・
五
百
一
号
国
営
み
ち
の
く
杜
の
湖
畔
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
白
石
都
市
計
画
、
角
田
都
市
計
画
、
蔵
王
都
市
計
画
、
大
河
原
都
市
計
画
、
村
田
都
市
計
画
、
柴
田
都

市
計
画
及
び
丸
森
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

阿
武
隈
川
下
流
流
域
下
水
道

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
角
田
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
南
広
域
都
市
計
画
河
川

　

２　

名
称　

百
一
号
阿
武
隈
川
下
流

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

名
称
の
変
更

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

　

栗
原
市
か
ら
栗
原
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

栗
原
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

栗
原
市
か
ら
栗
原
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

栗
原
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別
及
び
名
称　

　

１　

変
更

　
　
　

名
称　

三
・
四
・
四
号
桜
町
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
八
号
新
山
十
文
字
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
十
号
我
門
橋
元
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
十
一
号
新
山
福
岡
線
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七
・
六
・
一
号
若
柳
駅
元
町
線

　

２　

廃
止

　
　
　

名
称　

三
・
四
・
五
号
川
北
線

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

亘
理
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
が
記
載
さ
れ
た
亘
理
町
復
興
整
備
計
画
が
公
表
さ
れ
、

当
該
事
項
に
係
る
都
市
計
画
の
決
定
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。

　

な
お
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に
つ
い

て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

亘
理
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道

　

２　

名
称　

一
号
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
常
磐
線

二　

都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
流
の
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
元
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
が
記
載
さ
れ
た
山
元
町
復
興
整
備
計
画
が
公
表
さ
れ
、

当
該
事
項
に
係
る
都
市
計
画
の
決
定
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。

　

な
お
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に
つ
い

て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

山
元
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道

　

２　

名
称　

一
号
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
常
磐
線

二　

都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
土
地
の
区
域

　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
新
江
中
子
、
同
字
根
柄
鞠
、
同
字
山
ノ
上
、
同
字
雷
神
、
同
字
新
水
神
、
同
字
東
作
、
同

字
中
永
窪
、
同
字
新
中
永
窪
、
同
字
浜
原
、
同
字
新
浜
原
、
同
字
駒
場
、
同
字
放
森
、
同
字
窪
作
、
同
字
北
沼
上
、

同
字
堤
下
、
同
字
熊
ノ
作
、
同
字
向
山
、
同
字
荒
井
、
同
字
町
東
、
同
字
道
合
、
同
字
大
谷
地
、
同
字
屋
敷
下
、
同

字
砂
留
内
、
同
字
諏
訪
前
、
同
字
戸
花
山
、
高
瀬
字
合
戦
原
、
同
字
諏
訪
原
、
同
字
西
泉
田
、
同
字
赤
坂
、
同
字
南

田
、
同
字
南
耕
土
、
同
字
蟹
田
、
同
字
中
耕
土
、
同
字
紅
葉
、
同
字
北
田
、
同
字
蔵
田
、
浅
生
原
字
新
井
田
、
同
字

北
新
井
田
、
同
字
沢
中
、
同
字
新
田
、
同
字
館
新
田
、
山
寺
字
桜
木
、
同
字
桜
堤
、
同
字
道
北
、
同
字
宇
美
田
、
同

字
稲
実
、
同
字
立
沼
、
同
字
稲
生
、
同
字
平
沼
、
同
字
北
小
谷
地
及
び
同
字
西
牛
橋
の
各
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

女
川
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

１　

種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
事
業

２　

名
称

　
　

女
川
浜
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
大
字
女
川
浜
字
大
原
及
び
字
女
川
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称
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多
賀
城
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
百
三
十
六
号
高
崎
大
代
線

　
　
　

三
・
五
・
百
四
十
六
号
多
賀
城
駅
前
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
十
四
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
四
年
一
月
二
十
九
日
か

ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

　

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
試
験

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

届
出
者
の
名
称

　
　

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

二　

変
更
後
の
届
出
者
の
名
称

　
　

一
般
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

三　

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
二
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

　

平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
八
号
中
「
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
、
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

　

大
崎
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

業
務
名　

平
成
二
十
五
年
度
公
共
用
水
域
（
河
川
・
湖
沼
）
水
質
分
析
等
業
務
委
託

　

２　

仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

契
約
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

仕
様
書
に
よ
る
。

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
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る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

４　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
） 

別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（ 
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
環
境
生
活
部
環
境
対
策
課
水
環
境
班
（
担
当　

遠
藤　

真
紀　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
六
六
六
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
（
月
）
正
午
ま
で

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
（
月
）
正

午
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
�
　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ　

配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
�
　

入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時

　
　
　

宮
城
県
庁
行
政
庁
舎
十
三
階　

環
境
生
活
部
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

額
を
加
え
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と

す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。
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７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar

　
 
  
 
  y  

１
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R
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W
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２
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5
:
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P
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D
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E
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D
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M
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P
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G
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H
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A
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     ,

M
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T
el.:
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〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
工
事
管
理
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
保
守
業
務　

一

式
二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

テ
ク
ノ
・
マ
イ
ン
ド
株
式
会
社　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
六
番
十
一
号

五　

落
札
金
額　

九
千
七
百
八
十
九
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
三
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
涌
谷
町
老
人
保
健
施
設
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

女
川
町
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
掘
切
山
五
十
一
番
地
六

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
潮
音
荘
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
栗
生
ハ
ウ
ス　
　

同　

市
青
葉
区
栗
生
一
丁
目
二
十
四
番
地
二

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
大
年
寺
山
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ピ
ア
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
第
二
白
東
苑　
　
　
　
　
　
　

同　

市
太
白
区
袋
原
四
丁
目
三
十
六
番
十
八
号

　

別
表
第
二
社
会
福
祉
法
人
千
葉
福
祉
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
千
葉
福
寿
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

り
つ
わ
フ
ロ
ー
ラ
ル
Ⅱ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
栗
駒
岩
ヶ
崎
茂
庭
町
四
十
三
番
地

　
　
　

附　

則
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
山
元
町
浅
生
原
字
新
館
前
四
十
八
番
、
四
十
九

番
、
五
十
番
、
五
十
一
番
、
五
十
二
番
、
五
十
三
番
、
五

十
四
番
一
、
五
十
四
番
二
、
五
十
五
番
一
、
五
十
五
番
二
、

五
十
六
番
一
、
五
十
八
番
一
、
五
十
九
番
一
、
六
十
番
一
、

六
十
一
番
一
、
六
十
一
番
二
、
六
十
二
番
、
六
十
三
番
一
、

六
十
三
番
二
、
六
十
三
番
三
、
六
十
四
番
一
、
六
十
四
番

二
、
六
十
五
番
、
六
十
六
番
、
六
十
七
番
、
六
十
八
番
一
、

六
十
八
番
二
、
六
十
九
番
、
七
十
番
、
七
十
一
番
、
七
十

二
番
、
七
十
三
番
、
七
十
四
番
、
七
十
五
番
、
七
十
六
番
、

七
十
七
番
一
、
七
十
七
番
二
、
七
十
七
番
三
、
七
十
七
番

四
及
び
七
十
八
番
並
び
に
五
十
六
番
二
、
五
十
八
番
二
、

五
十
九
番
二
、
六
十
番
二
、
六
十
三
番
四
、
六
十
二
番
地

先
の
道
及
び
五
十
番
地
先
の
水
の
各
一
部

 

山
元
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
四
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
女
川
町
立
病
院
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
五
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

栗
原
市
け
や
き
会
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

栗
原
市
築
館
駅
前
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
築
館
伊
豆
三
丁
目
一
番
一
号

　

栗
原
市
高
清
水
外
沢
田
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
高
清
水
新
沢
田
一
四
六
番
地

　

栗
原
市
高
清
水
二
区
集
落
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
高
清
水
北
原
七
七
番
地
三
〇
三

　

栗
原
市
高
清
水
善
光
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
高
清
水
東
善
光
寺
一
〇
番
地

　

栗
原
市
高
清
水
生
涯
学
習
館　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
高
清
水
桜
丁
三
四
番
地

　

栗
原
市
一
迫
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
一
迫
真
坂
字
高
橋
二
〇
番
地
一

　

栗
原
市
金
成
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
金
成
沢
辺
町
沖
二
〇
〇
番
地
一

　

栗
原
市
金
成
藤
渡
戸
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
金
成
藤
渡
戸
上
中
江
一
〇
一
番
地
二

　

栗
原
市
八
樟
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
志
波
姫
八
樟
吹
付
一
一
五
番
地

　

栗
原
市
志
波
姫
南
郷
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　

同　

市
志
波
姫
南
郷
蓬
田
九
三
番
地
二
五

　

栗
原
市
一
迫
地
区
活
性
化
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

 
監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
18号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
25年

１
月

か
ら
３
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
25年

３
月
29日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
藤
　
　
俊
　
　
威
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
菅
　
　
間
　
　
　
　
　
進
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日

監
査
実
施
機
関
 

 監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
文
書
館
 

２
月
18日

　
　
大
河
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
大
河
原
地
方
支
局
を
含
む
。） 

１
月
29日

　
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
中
央
地
方
支
局
を
含
む
。） 

１
月
10日

　
　
消
防
学
校
 

１
月
24日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
 

１
月
29日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
 

１
月
29日

　
　
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
 

３
月
４
日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
阪
事
務
所
 

２
月
19日

　
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
22日

　
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
23日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

１
月
９
日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
17日
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古
川
黎
明
高
等
学
校
 

２
月
６
日

　
　
古
川
黎
明
中
学
校
 

２
月
６
日

　
　
松
島
高
等
学
校
 

２
月
５
日

　
　
名
取
高
等
学
校
 

３
月
11日

　
　
志
津
川
高
等
学
校
 

３
月
４
日

　
　
仙
台
向
山
高
等
学
校
 

２
月
21日

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
 

２
月
26日

　
　
仙
台
南
高
等
学
校
 

２
月
18日

　
　
名
取
北
高
等
学
校
 

３
月
11日

　
　
泉
松
陵
高
等
学
校
 

２
月
21日

　
　
仙
台
東
高
等
学
校
 

３
月
１
日

　
　
富
谷
高
等
学
校
 

２
月
15日

　
　
宮
城
野
高
等
学
校
 

２
月
26日

　
　
迫
桜
高
等
学
校
 

３
月
４
日

　
　
柴
田
農
林
高
等
学
校
 

３
月
４
日

　
　
本
吉
響
高
等
学
校
 

１
月
18日

　
　
石
巻
工
業
高
等
学
校
 

２
月
21日

　
　
古
川
工
業
高
等
学
校
 

１
月
15日

　
　
米
谷
工
業
高
等
学
校
 

１
月
18日

　
　
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校
 

２
月
５
日

　
　
名
取
支
援
学
校
 

２
月
26日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
中
央
警
察
署
 

１
月
24日

　
　
仙
台
北
警
察
署
 

２
月
21日

　
　
仙
台
東
警
察
署
 

２
月
19日

　
　
塩
釜
警
察
署
 

２
月
26日

　
　
河
北
警
察
署
 

２
月
18日

　
　
南
三
陸
警
察
署
 

３
月
12日

　
　
古
川
警
察
署
 

１
月
15日

　
　
遠
田
警
察
署
 

３
月
12日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

１
月
16日

　
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

３
月
４
日

　
　
計
量
検
定
所
 

２
月
19日

　
　
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
 

３
月
12日

〇
農
林
水
産
部

　
地
方
機
関

　
　
病
害
虫
防
除
所
 

３
月
４
日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
土
木
事
務
所
 

１
月
22日

　
　
仙
台
土
木
事
務
所
 

１
月
23日

　
　
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

１
月
９
日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
 

１
月
17日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

１
月
16日

　
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
 

２
月
７
日

　
　
石
巻
港
湾
事
務
所
 

１
月
31日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
 

１
月
30日

　
　
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
務
所
 

１
月
24日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
教
育
事
務
所
 

２
月
18日

　
　
仙
台
教
育
事
務
所
 

２
月
６
日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
 

２
月
５
日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

２
月
５
日

　
　
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
 

３
月
11日

　
　
図
書
館
 

３
月
４
日

　
　
美
術
館
 

２
月
６
日

　
　
仙
台
第
一
高
等
学
校
 

３
月
15日

　
　
仙
台
第
二
高
等
学
校
 

３
月
14日

　
　
仙
台
第
三
高
等
学
校
 

２
月
18日

　
　
宮
城
第
一
高
等
学
校
 

３
月
12日
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過
年
度
分
 
2,647,866,311円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
3,934,694,633円

　
�
　
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー

　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
電
柱
敷
地
等
使
用
料
に
つ
い
て
，
翌
年
２
月
に
調
定
し
た
も
の

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
２
件

　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
9,650円

　
�
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
，
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
過
誤
払
返
納
金
及
び
過
年
度
過
払
金
等
返

還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,400,743円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
18,192,339円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
21,593,082円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,228,822円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
17,761,393円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
18,990,215円

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

7,063,582円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
39,889,348円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
46,952,930円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

6,638,827円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
34,669,813円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
41,308,640円

　
　
築
館
警
察
署
 

２
月
21日

　
　
大
河
原
警
察
署
 

１
月
29日

　
　
角
田
警
察
署
 

２
月
14日

２
　
監
査
結
果

　
平
成
23年

度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項

及
び
第
15項

の
規
定
の
趣

旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
な
お
，
宮
城
県
警
察
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
を
重
点
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

　
�
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

140,836,216円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

418,627,881円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

559,464,097円

　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

140,621,211円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

420,928,048円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

561,549,259円

　
�
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

790,824,425円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
2,863,253,539円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
3,654,077,964円

　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,286,828,322円
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過
年
度
分
 

10,045,000円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

11,480,000円

　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,435,000円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

8,610,000円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

10,045,000円

　
�
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所

　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
工
事
請
負
契
約
の
一
般
競
争
入
札
総
合
評
価
落
札
方
式
（
特
別
簡
易
型
）
に
よ
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
，
被

災
者
等
雇
用
実
績
に
係
る
申
請
書
類
の
確
認
を
誤
っ
て
い
た
も
の

　
　
　
・
桃
ノ
浦
漁
港
用
地
嵩
上
工
事

　
　
　
・
女
川
漁
港
用
地
嵩
上
工
事

　
　
　
・
石
巻
漁
港
用
地
嵩
上
（
そ
の
２
）
工
事

　
�
　
仙
台
土
木
事
務
所

　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
工
事
請
負
契
約
の
一
般
競
争
入
札
総
合
評
価
落
札
方
式
（
特
別
簡
易
型
）
に
よ
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
，
被

災
者
等
雇
用
実
績
に
係
る
申
請
書
類
の
確
認
を
誤
っ
て
い
た
も
の

　
　
　
・
仙
台
川
河
川
災
害
復
旧
工
事

　
　
　
・
五
間
堀
川
河
川
災
害
復
旧
工
事

　
�
　
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
工
事
請
負
契
約
の
一
般
競
争
入
札
総
合
評
価
落
札
方
式
（
特
別
簡
易
型
）
に
よ
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
，
被

災
者
等
雇
用
実
績
に
係
る
申
請
書
類
の
確
認
を
誤
っ
て
い
た
も
の

　
　
　
・
荒
川
河
川
災
害
復
旧
工
事

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
19号

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

114,700円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

218,868円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

333,568円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

218,868円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

218,868円

　
　
　
〇
過
年
度
過
払
金
等
返
還
金
（
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
）

　
　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

100,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

225,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

325,000円

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

225,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

225,000円

　
�
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所

　
補
助
金
に
お
い
て
，
対
象
外
の
事
業
に
交
付
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
事
業
名
　
　
　
市
町
村
振
興
総
合
補
助
金
（
園
芸
特
産
重
点
強
化
整
備
事
業
）

　
　
　
・
事
業
費
　
　
　
531,300円

　
　
　
・
補
助
金
額
　
　
168,000円

　
�
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
農
業
改
良
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
23年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,435,000円
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地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
25年

３
月
29日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
藤
　
　
俊
　
　
威
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
菅
　
間
　
　
　
　
　
　
進
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
団
体
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
下
記
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
　
平
成
23年

度
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
各
団
体
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

記

監
　
査
　
の
　
結
　
果
　
等

実
施
年
月
日

団
　
体
　
名

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
に
基
づ
き
，
大
学
を
設
置
運
営
し
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
15,515,895,651円

（
資
本
金
15,515,895,651円

）

　
〔
補
助
金
〕
58,139,501円

　
　
認
定
看
護
師
ス
ク
ー
ル
助
成
事
業
費
補
助
金
 
2,100,000円

　
　
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金

 
56,039,501円

　
〔
交
付
金
〕
2,103,328,000円

　
　
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
運
営
費
交
付
金
 
2,103,328,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. 18
公
立
大
学
法
人
宮
城
大

学

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
，
公
共
用
地

等
の
取
得
，
管
理
，
処
分
及
び
工
業
団
地
の
造
成
等
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

24. ８
. 29

宮
城
県
土
地
開
発
公
社

　
〔
出
資
金
〕
50,000,000円

（
基
本
財
産
50,000,000円

）

　
〔
負
担
金
〕
1,588,637円

　
　
地
方
公
共
団
体
関
係
団
体
共
済
組
合
県
負
担
金
 1,588,637円

　
〔
貸
付
金
〕
2,715,450,000円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
23年

度
末
残
高

　
　
　
三
本
木
用
地
（
旧
宮
城
県
保
健
医
療
福
祉
中
核
施
設
用
地
）

 
2,715,450,000円

　
〔
債
務
保
証
〕
4,242,824,400円

　
　
債
務
保
証
契
約
に
係
る
平
成
23年

度
末
借
入
金
残
高

　
　
　
三
本
木
用
地
（
旧
宮
城
県
保
健
医
療
福
祉
中
核
施
設
用
地
）

 
42,824,400円

　
　
　
塩
釜
地
区
公
共
施
設
用
地
 

100,000,000円

　
　
　
第
二
仙
台
北
部
中
核
工
業
団
地
 

3,600,000,000円

　
　
　
第
二
仙
台
北
部
中
核
工
業
団
地
（
奥
田
地
区
）

 
500,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
鉄
道
事
業
法
に
基
づ
く
第
一
種
鉄
道
事
業
者
と
し
て
，
阿
武
隈

急
行
線
の
運
行
管
理
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
384,000,000円

（
資
本
金
1,500,000,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
109,087,000円

　
　
宮
城
県
第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金

 
71,645,000円

　
　
阿
武
隈
急
行
緊
急
保
全
整
備
事
業
費
等
補
助
金
 37,442,000円

　
〔
貸
付
金
〕
53,350,000円

　
　
短
期
貸
付
金

　
　
　
宮
城
県
第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
災
害
復
旧
資
金
貸
付
金

 
53,350,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
期
末
に
お
い
て
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
旅
客

収
入
の
確
保
及
び
営
業
費
用
の
縮
減
を
図
り
，
経
営
の
健
全
化
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。

25. １
. 10

阿
武
隈
急
行
株
式
会
社

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
伊
豆
沼
・
内
沼
の
自
然
環
境
保
全
及
び
活
用
に
関
す
る
普
及
啓

発
事
業
，
保
全
企
画
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
，
宮
城
県
伊
豆

沼
・
内
沼
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
事
業
を
行
っ

て
い
る
。

24. 11. 13
財
団
法
人
宮
城
県
伊
豆

沼
・
内
沼
環
境
保
全
財

団



 

 

（21）　 平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2444号　　 
２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
100,000,000円

（
基
本
財
産
262,354,910円

）

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
27,000,000円

　
　
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
セ
ン
タ
ー

 
27,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
社
会
福
祉
事
業
の
企
画
・
調
査
・
普
及
等
，
社
会
福
祉
法
に
基

づ
く
第
一
種
及
び
第
二
種
事
業
，
社
会
福
祉
事
業
従
事
職
員
の
養

成
・
研
修
，
休
養
ホ
ー
ム
の
設
置
経
営
等
収
益
事
業
，
そ
の
他
地

域
福
祉
の
推
進
を
目
的
と
し
た
各
種
事
業
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県

船
形
コ
ロ
ニ
ー
等
の
管
理
運
営
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
10,000,000円

（
基
本
金
 11,000,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
8,865,034,693円

　
　
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会
補
助
金
 

8,790,034,439円

　
　
明
る
い
長
寿
社
会
づ
く
り
推
進
事
業
費
補
助
金
 50,020,589円

　
　
み
や
ぎ
シ
ニ
ア
カ
レ
ッ
ジ
運
営
事
業
費
補
助
金
 24,979,665円

　
〔
負
担
金
〕
251,419円

　
　
宮
城
県
社
会
福
祉
大
会
負
担
金
 

71,419円

　
　
児
童
の
自
立
を
祝
う
会
負
担
金
 

180,000円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
1,990,768,000円

　
　
宮
城
県
船
形
コ
ロ
ニ
ー
 

1,253,363,000円

　
　
宮
城
県
啓
佑
学
園
 

305,664,000円

　
　
宮
城
県
第
二
啓
佑
学
園
 

216,695,000円

　
　
宮
城
県
七
ツ
森
希
望
の
家
 

117,156,000円

　
　
宮
城
県
援
護
寮
 

 62,047,000円

　
　
宮
城
県
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー
 

35,843,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
生
活
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
多
額
の
滞
納
債
権

が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理

を
図
る
必
要
が
あ
る
。

24. 10. 17
社
会
福
祉
法
人
宮
城
県

社
会
福
祉
協
議
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
高
度
・
専
門
医
療
を
提
供
す
る
と
と
も
に
，
医
療
に
関
す
る
調

査
及
び
研
究
を
行
い
，
県
内
に
お
け
る
医
療
水
準
の
向
上
を
図
っ

て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
174,353,108円

（
資
本
金
174,353,108円

）

24. 11. 20
地
方
独
立
行
政
法
人
宮

城
県
立
病
院
機
構

　
〔
補
助
金
〕
25,646,000円

　
　
宮
城
県
難
病
医
療
拠
点
・
協
力
病
院
設
備
整
備
事
業
補
助
金

  
247,000円

　
　
健
康
支
援
事
業
補
助
金
 

723,000円

　
　
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
機
能
強
化
事
業
補
助
金

 
20,571,000円

　
　
地
域
医
療
再
生
事
業
補
助
金
 

4,105,000円

　
〔
負
担
金
〕
4,477,335,000円

　
　
運
営
費
負
担
金
 

4,312,173,000円

　
　
運
営
費
負
担
金
（
災
害
復
旧
分
） 

 165,162,000円

  〔
貸
付
金
〕
10,361,618,834円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
23年

度
末
残
高

    　
　
医
療
機
械
器
具
整
備
事
業
 

57,700,000円

　
　
　
施
設
整
備
事
業
 

219,200,000円

　
　
　
施
設
整
備
事
業
 

 30,100,000円

　
　
　
災
害
復
旧
事
業
 

54,700,000円

　
　
　
独
立
行
政
法
人
移
行
前
貸
付
金
 

9,999,918,834円

３
　
監
査
の
結
果

�
　
多
額
の
医
業
未
収
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適

切
な
債
権
管
理
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

�
　
医
薬
品
（
災
害
援
助
物
資
）
に
お
い
て
，
財
務
諸
表
へ
の
一

部
計
上
漏
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
中
小
企
業
等
の
経
営
革
新
及
び
創
業
の
促
進
並
び
に
経
営
基
盤

強
化
等
を
図
る
た
め
，
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
198,851,594円

（
基
本
財
産
222,351,594円

）

　
〔
補
助
金
〕
249,218,130円

　
　
中
小
企
業
経
営
資
源
強
化
対
策
費
補
助
金
 
211,769,115円

　
　
設
備
資
金
貸
付
事
業
補
助
金
 

14,931,000円

　
　
宮
城
県
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
運
営
費
補
助
事
業
補
助
金

 
2,105,550円

宮
城
県
被
災
中
小
企
業
施
設
・
設
備
整
備
支
援
事
業
運
営
費
補

助
 

16,324,159円

　
　
宮
城
県
中
小
企
業
者
販
路
開
拓
・
取
引
拡
大
支
援
事
業
補
助
金

 
2,842,397円

　
　
宮
城
県
復
興
企
業
相
談
助
言
事
業
補
助
金
 

1,245,909円

　
〔
貸
付
金
〕
20,099,144,740円

　
　
短
期
貸
付
金

　
　
　
中
小
企
業
支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
基
盤
強
化
支
援
資
金
貸
付
金

24. 10. 17
公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ

産
業
振
興
機
構
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122,494,000円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
23年

度
末
残
高

　
　
　
設
備
資
金
貸
付
事
業
貸
付
金
 

294,900,559円

　
　
　
設
備
貸
与
事
業
貸
付
金
 

504,406,600円

　
　
　
機
械
類
貸
与
事
業
貸
付
金
 

956,844,000円

　
　
　
企
業
振
興
投
資
育
成
事
業
貸
付
金
 

180,500,000円

　
　
　
宮
城
・
仙
台
富
県
チ
ャ
レ
ン
ジ
応
援
基
金
事
業
貸
付
金

 
4,290,000,000円

　
　
　
新
事
業
支
援
事
業
貸
付
金
 

349,999,581円

被
災
中
小
企
業
施
設
・
設
備
整
備
支
援
事
業
管
理
事
業
貸
付

金
 

13,400,000,000円

　
〔
損
失
補
償
〕
442,071,015円

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
23年

度
末
借
入
金
残
高

　
　
　
企
業
振
興
投
資
事
業
 

145,500,000円

　
　
　
設
備
貸
与
事
業
 

92,150,740円

　
　
　
機
械
類
貸
与
事
業
 

94,920,275円

　
　
　
設
備
資
金
貸
付
事
業
 

109,500,000円

　
〔
利
子
補
給
〕
10,675円

　
　
機
械
類
貸
与
事
業
 

10,675円

３
　
監
査
の
結
果

　
機
械
設
備
貸
与
事
業
等
に
お
い
て
，
延
滞
未
収
金
が
認
め
ら
れ

た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
る
必
要

が
あ
る
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
中
小
企
業
者
等
が
金
融
機
関
か
ら
資
金
を
借
り
入
れ
る
に
当
た

り
，
債
務
を
保
証
す
る
保
証
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
7,387,642,000円

（
基
本
財
産
21,808,592,430円

）

　
〔
補
助
金
〕
113,537,906円

　
　
宮
城
県
信
用
保
証
協
会
経
営
基
盤
強
化
対
策
事
業
費
補
助
金

 
113,537,906円

　
〔
損
失
補
償
〕
2,722,097,158円

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
23年

度
末
借
入
金
残
高

　
　
　
宮
城
県
中
小
企
業
経
営
安
定
資
金
 

2,208,939,721円

　
　
　
宮
城
県
中
小
企
業
産
業
振
興
資
金
 

96,575,607円

　
　
　
宮
城
県
環
境
安
全
管
理
対
策
資
金
 

12,250,000円

　
　
　
宮
城
県
小
口
事
業
資
金
 

22,410,112円

　
　
　
宮
城
県
小
規
模
事
業
資
金
 

2,792,366円

　
　
　
宮
城
県
中
小
企
業
経
営
改
善
促
進
保
証
制
度

 
379,129,352円

24. 11. ６
宮
城
県
信
用
保
証
協
会

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
県
民
の
豊
か
な
国
際
感
覚
を
育
み
，
多
文
化
共
生
と
県
民
主
体

の
国
際
交
流
及
び
国
際
協
力
活
動
を
促
進
す
る
と
と
も
に
，
市
町

村
及
び
各
種
国
際
交
流
団
体
の
連
絡
調
整
や
情
報
交
換
の
活
発
化

を
促
進
し
，
広
域
な
情
報
の
収
集
・
提
供
・
援
助
等
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
750,000,000円

（
基
本
財
産
1,043,910,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
32,749,000円

　
　
国
際
交
流
事
業
補
助
金
 

31,899,000円

　
　
海
外
移
住
者
援
護
事
業
補
助
金
（
海
外
宮
城
県
人
会
助
成
金
）

 
850,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. 25
公
益
財
団
法
人
宮
城
県

国
際
化
協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
産
業
振
興
推
進
の
た
め
，
国
際
見
本
市
，
展
示
会
，
会
議
，
イ

ベ
ン
ト
，
大
会
等
の
開
催
及
び
産
業
情
報
の
提
供
等
の
諸
活
動
を

行
う
ほ
か
，
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
を
利
用
料

金
制
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
900,000,000円

（
基
本
財
産
1,779,000,000円

）

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
0円

　
　
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
 

0円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. 19
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業

交
流
セ
ン
タ
ー

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
に
基
づ
き
，
中
小
漁
業
者
が
金
融
機
関

か
ら
資
金
を
借
り
入
れ
る
に
当
た
っ
て
，
債
務
を
保
証
す
る
業
務

を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
811,250,000円

（
基
本
財
産
2,995,910,265円

）

　
〔
貸
付
金
〕
1,000,000,000円

　
　
短
期
貸
付
金

　
　
　
漁
業
信
用
保
証
基
盤
強
化
対
策
資
金
 
1,000,000,000円

　
〔
損
失
補
償
〕
10,000,000円

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
23年

度
末
借
入
金
残
高

24. 12. 25
宮
城
県
漁
業
信
用
基
金

協
会
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加
工
原
魚
購
入
資
金
 

 10,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
主
要
青
果
物
生
産
の
安
定
的
拡
大
と
生
産
農
家
の
経
営
安
定
を

図
る
た
め
，
生
産
者
及
び
農
業
関
係
団
体
等
が
負
担
し
た
補
償
準

備
金
を
基
に
出
荷
販
売
価
格
の
低
落
に
際
し
，
こ
れ
を
補
て
ん
す

る
相
互
補
償
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕 
172,000,000円

（
基
本
財
産
414,080,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
3,079,987円

　
　
一
般
青
果
物
価
格
補
償
事
業
補
助
金
 

2,735,321円

　
　
特
定
野
菜
等
供
給
産
地
育
成
価
格
差
補
給
事
業
補
助
金

 
344,666円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

24. 12. 18
社
団
法
人
宮
城
県
青
果

物
価
格
安
定
相
互
補
償

協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
畜
産
業
を
営
む
者
の
経
営
及
び
畜
産
業
を
営
む
者
が
組
織
す
る

団
体
の
運
営
指
導
，
家
畜
管
理
等
の
技
術
的
支
援
，
畜
産
物
の
価

格
安
定
対
策
品
質
改
善
な
ど
畜
産
振
興
の
た
め
の
事
業
を
行
っ
て

い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
147,500,000円

（
基
本
財
産
263,150,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
29,454,525円

　
　
畜
産
物
衛
生
環
境
整
備
円
滑
化
事
業
補
助
金
 
2,241,000円

　
　
肉
用
牛
経
営
緊
急
支
援
推
進
事
業
補
助
金
 

1,900,000円

　
　
肉
用
子
牛
生
産
者
補
給
金
生
産
者
積
立
補
助
金
 25,313,525円

　
〔
貸
付
金
〕
67,500,000円

　
　
短
期
貸
付
金

　
　
　
宮
城
県
緊
急
支
援
金
貸
付
金
 

67,500,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

24. 11. ６
社
団
法
人
宮
城
県
畜
産

協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
森
林
の
適
正
管
理
及
び
林
業
労
働
者
の
育
成
確
保
を
図
る
た

め
，
普
及
啓
発
事
業
，
就
労
環
境
改
善
対
策
事
業
及
び
林
業
労
働

力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
250,000,000円

（
基
本
財
産
500,300,000円

）

24. 12. 25
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業

活
性
化
基
金

　
〔
補
助
金
〕
1,838,000円

　
　
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
支
援
事
業
補
助
金

 
1,838,000円

　
〔
交
付
金
〕
350,000円

　
　
経
営
合
理
化
支
援
事
業
交
付
金
 

350,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
建
設
産
業
の
構
造
改
善
を
促
進
す
る
た
め
，
建
設
産
業
振
興
事

業
，
人
材
育
成
・
職
業
能
力
の
向
上
事
業
，
技
術
開
発
事
業
等
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
150,000,000円

（
基
本
財
産
325,000,000円

）

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

25. １
. 10

財
団
法
人
み
や
ぎ
建
設

総
合
セ
ン
タ
ー

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
仙
台
塩
釜
港
に
お
け
る
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
の
管
理
運
営
事
業
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
20,000,000円

（
基
本
財
産
20,000,000円

）

　
〔
貸
付
金
〕
309,915,000円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
23年

度
末
残
高

　
　
　
平
成
４
年
度
特
定
用
途
港
湾
施
設
整
備
事
業
 33,600,000円

　
　
　
平
成
８
年
度
特
定
用
途
港
湾
施
設
整
備
事
業
 26,808,000円

　
　
　
平
成
23年

度
特
定
用
途
港
湾
施
設
災
害
復
旧
事
業

 
249,507,000円

　
〔
損
失
補
償
〕
163,080,000円

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
23年

度
末
借
入
金
残
高

　
　
　
平
成
３
・
４
・
５
・
８
年
度
特
定
用
途
港
湾
施
設
整
備
事
業

 
163,080,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

24. ８
. 29

財
団
法
人
宮
城
県
フ
ェ

リ
ー
埠
頭
公
社

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
石
巻
港
に
お
け
る
倉
庫
業
と
し
て
の
輸
入
木
材
保
管
業
務
，
船

舶
給
水
事
業
及
び
砕
石
供
給
販
売
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
30,000,000円

（
資
本
金
90,000,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
7,312,428円

24. 12. 19
宮
城
県
開
発
株
式
会
社



 

 

第2444号　平成25年３月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （24）
　
　
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
金

 
7,312,428円

３
　
監
査
の
結
果

　
退
職
給
付
引
当
金
の
計
上
不
足
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
計
画
的

な
積
増
し
が
必
要
で
あ
る
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
鉄
道
事
業
法
に
基
づ
く
第
一
種
鉄
道
事
業
者
と
し
て
，
仙
台
空

港
ア
ク
セ
ス
線
の
運
行
・
管
理
を
主
事
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
3,769,000,000円

（
資
本
金
7,129,000,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
1,982,437,558円

　
　
仙
台
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金

 
1,982,437,558円

　
〔
貸
付
金
〕
9,959,000,000円

　
　
短
期
貸
付
金

　
　
　
仙
台
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
災
害
復
旧
資
金
貸
付
金

 
2,100,000,000円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
23年

度
末
残
高

　
　
　
仙
台
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
整
備
資
金
貸
付
金

 
7,859,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
期
末
に
お
い
て
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
旅
客

収
入
の
確
保
及
び
営
業
費
用
の
縮
減
を
図
り
，
経
営
の
健
全
化
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。

24. 11. 20
仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会

社

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
向
上
を
図
る
た

め
，
各
種
振
興
事
業
，
啓
蒙
普
及
事
業
を
行
う
ほ
か
, 宮
城
県
総

合
運
動
公
園
等
の
管
理
運
営
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕
250,000,000円

（
基
本
財
産
500,000,000円

）

　
〔
補
助
金
〕
8,181,297円

　
　
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
事
業
費
等
補
助
金
 
196,818円

　
　
宮
城
県
自
転
車
競
技
場
運
営
管
理
費
補
助
事
業
補
助
金

 
7,984,479円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
641,297,650円

　
　
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
 

560,000,000円

　
　
宮
城
県
宮
城
野
原
公
園
総
合
運
動
場
 

18,997,650円

　
　
宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
 

62,300,000円

３
　
監
査
の
結
果

24. 12. 25
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
 

ー
ツ
振
興
財
団

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
高
等
学
校
，
中
学

校
，
小
学
校
及
び
幼
稚
園
を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
568,081,701円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

429,569,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 
20,952,000円

　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
88,093,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
教
育
活
動
復
旧
費
特
別
加
算

 
12,989,000円

　
　
私
立
学
校
施
設
設
備
災
害
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

 
12,990,000円

　
　
私
立
専
修
学
校
・
各
種
学
校
教
育
振
興
補
助
金
 2,865,701円

　
　
私
立
専
修
・
各
種
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金

 
623,000円

　
〔
交
付
金
〕
448,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
事
務
費
交
付
金
 
448,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. 13
学
校
法
人
南
光
学
園

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
短
期
大
学
，
高
等

学
校
及
び
幼
稚
園
を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
714,169,668円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

540,177,000円

　
　
災
害
復
旧
費
補
助
金
 

51,342,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 
16,208,000円

　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
99,707,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 
1,780,000円

　
　
進
路
選
択
学
生
等
支
援
事
業
補
助
金
 

3,152,442円

　
　
潜
在
的
有
資
格
者
等
養
成
支
援
事
業
補
助
金
 
1,803,226円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. 14
学
校
法
人
聖
和
学
園

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
大
学
，
高
等
学
校
，

中
学
校
及
び
幼
稚
園
を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

24. 12. 18
学
校
法
人
東
北
学
院
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〔
補
助
金
〕
994,942,474円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

685,452,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 
2,080,000円

　
　
私
立
学
校
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 

1,568,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 
11,665,000円

　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 261,259,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
教
育
活
動
復
旧
費
特
別
加
算

 
15,257,000円

　
　
私
立
学
校
施
設
設
備
災
害
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

 
15,260,000円

　
　
被
災
私
立
高
等
学
校
等
教
育
環
境
整
備
支
援
特
別
事
業
補
助
金

 
2,204,000円

　
　
結
核
定
期
健
康
診
断
補
助
金
 

197,474円

　
〔
交
付
金
〕
613,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
事
務
費
交
付
金
 
613,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
146,378,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

99,107,000円

　
　
私
立
学
校
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 

5,488,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 
3,580,000円

　
　
私
立
学
校
施
設
設
備
災
害
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

 
10,304,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
教
育
活
動
復
旧
費
特
別
加
算

 
10,303,000円

　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
17,596,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. 19
学
校
法
人
寿
な
と
り
学

園

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
70,406,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

50,644,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 
1,480,000円

24. 12. 20
学
校
法
人
庄
司
昭
学
園

　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 
18,282,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
122,490,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

99,763,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 
5,560,000円

　
　
私
立
学
校
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 

4,704,000円

　
　
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 

784,000円

　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
11,679,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. ５
学
校
法
人
双
葉
学
園

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
87,034,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

42,421,000円

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
教
育
活
動
復
旧
費
特
別
加
算

 
1,627,000円

　
　
被
災
私
立
高
等
学
校
等
教
育
環
境
整
備
支
援
特
別
事
業
補
助
金

 
8,535,000円

　
　
私
立
学
校
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 
10,976,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 
1,360,000円

　
　
私
立
学
校
建
物
其
他
災
害
復
旧
費
補
助
金
 

4,882,000円

　
　
私
立
学
校
施
設
設
備
災
害
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

 
1,627,000円

　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
14,829,000円

　
　
私
立
学
校
緊
急
環
境
整
備
費
補
助
金
 

777,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. ７
学
校
法
人
仙
台
こ
ひ
つ

じ
学
園

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
貨
物
自
動
車
運
送
業
の
適
正
な
運
営
及
び
公
正
な
競
争
の
確
保

に
よ
り
事
業
の
健
全
な
発
展
を
促
進
す
る
た
め
，
同
事
業
に
関
す

る
指
導
，
調
査
及
び
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
事
業
を
行
っ
て

24. 11. 29
社
団
法
人
宮
城
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
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い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
426,690,000円

　
　
宮
城
県
貨
物
運
輸
振
興
事
業
費
補
助
金
 

426,690,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
国
際
経
済
振
興
に
係
る
環
境
整
備
を
図
り
，
本
県
の
産
業
経
済

の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
，
ソ
ウ
ル
事
務
所
，
大
連
事
務
所
の
設

置
や
国
際
経
済
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
提
供
事
業
を
は
じ
め
と

す
る
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕
31,806,842円

　
　
海
外
事
務
所
運
営
費
補
助
金
 

31,806,842円

　
〔
負
担
金
〕
3,500,000円

　
　
国
際
経
済
振
興
協
会
会
費
負
担
金
 

900,000円

　
　
韓
国
観
光
客
誘
致
促
進
支
援
事
業
負
担
金
 

500,000円

　
　
中
国
観
光
客
誘
致
促
進
支
援
事
業
負
担
金
 

2,100,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

24. 12. 12
社
団
法
人
宮
城
県
国
際

経
済
振
興
協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
民
間
非
営
利
活
動
組
織
）
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

が
活
動
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
及
び
地
域
の
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
寄
与
す
る
た
め
，
情
報
収
集
と

提
供
，
講
座
・
研
修
等
の
企
画
・
運
営
，
市
民
団
体
等
に
対
す
る

支
援
等
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県
民
間
非
営
利
活
動
プ
ラ
ザ
の
管
理

運
営
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
32,660,000円

　
　
宮
城
県
民
間
非
営
利
活
動
プ
ラ
ザ
（
み
や
ぎ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
プ
ラ
ザ
）

 
32,660,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

25.  1. 22
特
定
非
営
利
活
動
法
人

杜
の
伝
言
板
ゆ
る
る

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
母
子
福
祉
団
体
の
育
成
指
導
，
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
自
立
を

促
進
す
る
た
め
の
事
業
等
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県
母
子
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
管
理
運
営
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

25.  1. 17
財
団
法
人
宮
城
県
母
子

福
祉
連
合
会

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
16,692,000円

　
　
宮
城
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

16,692,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
障
害
者
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
，
授
産
施
設
等
の
設
置
経
営

等
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
の
管
理
運
営

事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
74,539,000円

　
　
宮
城
県
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

45,557,000円

　
　
宮
城
県
障
害
者
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
 

28,982,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

25.  1. 17
社
会
福
祉
法
人
宮
城
県

身
体
障
害
者
福
祉
協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
陽
光
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
及
び
セ
ン
ト
ラ
ル
ス
ポ
ー
ツ
株

式
会
社
か
ら
な
る
共
同
企
業
体
で
，
宮
城
県
仙
南
総
合
プ
ー
ル
の

管
理
運
営
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
36,214,000円

　
　
宮
城
県
仙
南
総
合
プ
ー
ル
 

36,214,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

25.  1. 16
陽
光
セ
ン
ト
ラ
ル
共
同

企
業
体

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
婦
人
の
組
織
活
動
の
助
長
及
び
教
養
の
向
上
等
を
図
る
た
め
，

各
種
研
修
会
，
講
座
，
講
演
会
等
の
事
業
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県

婦
人
会
館
の
管
理
運
営
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕
13,700,000円

　
　
宮
城
県
婦
人
会
館
 

13,700,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。

25.  1. 22
財
団
法
人
み
や
ぎ
婦
人

会
館

� 注 
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容
の
「
出
資
金
」
は
，
平
成
23年

度
末
に
お
け
る
出
資
金
総
額
を
示
し
，「
補
助

金
」，「
貸
付
金
」
及
び
「
公
の
施
設
の
管
理
」
等
は
，
平
成
23年

度
に
お
け
る
支
出
額
等
を
示
し
て
い
る
。
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